
財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等・・・償却原価法（利息法）

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

③ リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち平成 25年 3月 31日（会計

基準移行年度の前年度末）以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

④ 長期前払費用

定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債券等特定の債券については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。

② 賞与引当金

職員の賞与の支給（平成 27年 6月）に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属（計

算期間：平成 26年 10月～平成 27年 3月）する金額及び当該賞与に係る法定福利費（当

法人の負担額に限る。）を計上しております。

③ 退職給付引当金

a) 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会に係る退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。

3. 拠点で採用する退職給付制度

当拠点が採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当

共済制度及び福井県民間社会福祉施設職員退職共済会の退職手当共済制度を採用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっています。

(1) 法人本部拠点区分が作成する財務諸表

① 資金収支計算書               [会計基準：第 1号の 4様式]
② 事業活動計算書               [会計基準：第 2号の 4様式]
③ 貸借対照表                 [会計基準：第 3号の 4様式]



(2) 拠点区分資金収支活動明細書 [会計基準：別紙 3] は省略しています。

(3) 拠点区分事業活動明細書             [会計基準：別紙 4]
a) 法人本部

b) 法人内託児所

5. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 期首時点変更額※ 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土 地 0 0 0 0 0
建 物 82,832,899 △ 4,473,900 0 5,063,383 73,295,616
合 計 82,832,899 △ 4,473,900 0 5,063,383 73,295,616

※については、下記 12 (2)に詳細あり。

6. 会計基準第 3章第 4（4）及び（6）の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

勘定科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 119,484,827 46,189,211 73,295,616
構 築 物 18,544,678 2,377,243 16,167,435
車 輌 運 搬 具 108,500 51,989 56,511
器 具 及 び 備 品 4,598,845 3,117,399 1,481,446
有 形 リ ー ス 資 産 909,300 348,565 560,735
ソ フ ト ウ ェ ア 720,850 278,124 442,726

合  計 144,367,000 52,362,531 92,004,469

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし



12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら

かにするために必要な事項

(1) 「構築物」、「器具及び備品」及び「国庫補助金等特別積立金」について、前年度未処理の資

産があり、期首時点で簿価を訂正しています。

① 勘定科目   国庫補助金等特別積立金

内  容   福井労働局 事業所内保育施設設置助成金

事業供用日  平成 24年 11月 18日

決定通知日  平成 25年 19月 10日 （助成金申請日 平成 25年 1月 30日）

二重計上取消額    3,941,000円 （平成 25年度 7,882,000円積立金計上）

過年度未取崩額    1,382,593円（平成 24年度 5ヶ月分、平成 25年度年額）

(2) 全ての償却資産について、新しい固定資産管理システムに移行するにあたり、適用する耐用

年数、償却方法及び表示区分について法人として統一した適用となるよう見直しを行い、取

得時に遡及して訂正しています。なお、金額的に重要な内容については以下のとおりです。

① 定額法、旧定額法で計算されている全ての償却資産について、耐用年数で計算する方法

から償却率で計算する方法に取得時から遡及して計算し直しました。なお、新基準を適

用した平成 25年度については償却率による計算で処理しています。

② 定額法で処理すべき資産が旧定額法で処理されていたのを訂正しています。

拠点名   法人本部  取得日及び事業供用日 平成 19年 7月 1日

建 物   足羽利生苑 きらく楽 2F部分

③ 補助金により整備した資産で、平成 24 年度に耐用年数を「財産の処分制限期間」に合

せて変更した資産について、平成 10年 4月 1日に施行された「建物の耐用年数の短縮」

に「この改正は既存建物についても適用され、法人の場合は平成 10 年 4 月 1 日以後開

始の事業年度から短縮後の償却率によることになります。」とあるため、当初の耐用年数

に差戻しました。（社会福祉法人の減価償却費制度の適用は平成 12年度の旧基準適用時

からであるため。）

拠点名   愛全園及び法人本部

建 物   愛全園 本館（法人内託児所含む）

平成 23年度決算書まで 39年

平成 24年度決算書   47年 に変更

平成 26年度決算書   39年 に差戻し

なお、平成 10 年 3 月 31 日以前に取得した建物については、「財産の処分制限期間」

に到達する前に国庫補助金等特別積立金がゼロとなる資産があります。

以下、(1)～(2)の内容に関する期首時点における変更額です。

（単位：円）

勘定科目 前期末帳簿価額 期首時点変更額 当期首帳簿価額

建 物 （ 基 本 財 産 ） 82,832,899 △ 4,473,900 78,358,999
構 築 物 1,235,447 △ 79,304 1,156,143
車 輌 運 搬 具 83,636 0 83,636
器 具 及 び 備 品 2,293,984 △ 832,117 1,461,867
有 形 リ ー ス 資 産 727,965 14,630 742,595
ソ フ ト ウ ェ ア 484,296 0 484,296

償却資産 計 87,658,227 △ 5,370,691 82,287,536
国庫補助金等特別積立金 11,974,752 △ 5,306,484 6,668,268


